
調停（a） 仲裁（b） 責任裁定（c） 調停（d） 訴訟（e） a/d b/d c/d c/e

30万円 1,000 2,000 1,400 1,500 3,000 0.67 1.33 0.93 0.47

50万円 1,000 2,000 1,400 2,500 5,000 0.40 0.80 0.56 0.28

100万円 1,000 2,000 1,400 5,000 10,000 0.20 0.40 0.28 0.14

200万円 1,700 4,000 2,700 7,500 15,000 0.23 0.53 0.36 0.18

500万円 3,800 10,000 6,600 15,000 30,000 0.25 0.67 0.44 0.22

1,000万円 7,300 20,000 13,100 25,000 50,000 0.29 0.80 0.52 0.26

2,000万円 13,300 35,000 23,100 37,000 80,000 0.36 0.95 0.62 0.29

5,000万円 31,300 80,000 53,100 73,000 170,000 0.43 1.10 0.73 0.31

1億円 61,300 155,000 103,100 133,000 320,000 0.46 1.17 0.78 0.32

2億円 111,300 255,000 173,100 253,000 620,000 0.44 1.01 0.68 0.28

5億円 261,300 555,000 383,100 613,000 1,520,000 0.43 0.91 0.62 0.25

10億円 511,300 1,055,000 733,100 1,213,000 3,020,000 0.42 0.87 0.60 0.24

20億円 1,011,300 2,055,000 1,433,100 2,013,000 5,020,000 0.50 1.02 0.71 0.29

50億円 2,511,300 5,055,000 3,533,100 4,413,000 11,020,000 0.57 1.15 0.80 0.32

調停（a） 仲裁（b） 責任裁定（c）

100万円まで 1,000円 2,000円 1,400円 100万円まで

100万円を超え
500万円まで
の部分

500万円を超え
1,000万円まで
の部分

1,000万円を超え
1億円まで
の部分

1万円までごとに

6円
1万円までごとに

15円
1万円までごとに

10円

10億円を超え
50億円まで
の部分

50億円を超える
部分

【参考】

1000万円までごとに10,000円
（1万円あたり10円）

○申請手数料早見表

○申請手数料の算出基準

　原因裁定の手数料 … 一人当たり 3,300円

民事訴訟制度

調停（d） 訴訟（e）

10万円までごとに500円
（1万円あたり50円）

10万円までごとに1,000円
（1万円あたり100円）

1億円を超える
部分

1万円までごとに

5円

1万円までごとに

10円

1万円までごとに

7円

100万円までごとに1,200円
（1万円あたり12円）

500万円までごとに4,000円
（1万円あたり8円）

1000万円までごとに4,000円
（1万円あたり4円）

1万円までごとに

7円

1万円までごとに

20円

1万円までごとに

13円

1,000万円を超え
10億円まで
の部分

申請手数料について（民事訴訟制度との比較付き）

価額
公害紛争処理制度

公害紛争処理制度 民事訴訟制度
価額（訴額）

訴額

100万円を超え
1,000万円まで
の部分

　あっせんの手数料

　請求事項の価額が算定できない場合　

… なし

… 価額を500万円とする。

20万円までごとに500円
（1万円あたり25円）

20万円までごとに1,000円
（1万円あたり50円）

50万円までごとに1,000円
（1万円あたり20円）

50万円までごとに2,000円
（1万円あたり40円）

100万円までごとに3,000円
（1万円あたり30円）

500万円までごとに10,000円
（1万円あたり20円）




